
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央に開口部を有する略四角形の紙製シート上に、可撓性フィルムを載置し、

において両者を両面粘着性テープで固着した包装用緩衝体であって、前記紙製シートの
各辺部に平行に折り曲げ罫線が有り、前記罫線に沿って凸折りに曲げて側壁を形成し、

各角部に３本の折り曲げ罫線が有り、外側の２本の罫線に沿って凸折りに曲げ中心の罫
線に沿って凹折りに曲げたことを特徴とする包装用緩衝体。
【請求項２】
　前記折り曲げ罫線に、ミシン目又は半切り線加工を施したことを特徴とする請求項
記載の包装用緩衝体。
【請求項３】
　前記可撓性フィルムは、ポリウレタンフィルムであることを特徴とする請求項１
に記載の包装用緩衝体。
【請求項４】
　前記紙製シートは、段ボール製であることを特徴とする請求項１～ のいずれかに記載
の包装用緩衝体。
【請求項５】
　前記包装用緩衝体は、一対又は複数対前記包装箱に入れ込み、各対の緩衝体は可撓性フ
ィルムを対向させるように配置し、対向させた可撓性フィルムで包装物を支持するように
したことを特徴とする請求項１に記載の包装用緩衝体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば段ボール製の包装箱内において製品を支持するための包装用緩衝体に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、製品（包装物）を輸送するために梱包する際、段ボール製の包装箱内において製
品を緩衝体によって支持することが行われている。この緩衝体としては、段ボール製緩衝
体、又は成型した発泡樹脂が用いられることがある。しかし、段ボール製緩衝体は、製品
に合った形状で保持するために設計工数、金型、製造コスト等に加え組み立て工数が多大
であった。また、発泡樹脂の緩衝体は、組み立て工数が必要ないが、保管容積が膨大であ
り、やはり製品に合った形状で保持するために設計工数、金型、製造コストが掛かってい
た。
【０００３】
　そこで、形状の異なる製品に対しても融通が利き保管容積をとらない緩衝体として、シ
ート状の段ボール材を用いて折り曲げて構成し、中央部に穴をあけポリウレタンフィルム
のような可撓性フィルムを溶着したものが考案されている（下記特許文献１，２参照）。
【特許文献１】実用新案登録第３０７０３９５号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０７６３５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１，２に記載された緩衝体においては、シート状の段ボー
ル材から緩衝体を事前に組み立てる必要があったことから、包装作業を行う現場では包装
作業とは別に緩衝体を組み立てる工程を設けなければならず、工程作業の増加、組み立て
た緩衝体の一時保管場所確保などの問題が発生していた。
【０００５】
　また、段ボールと可撓性フィルムの固着に特殊な方法を用いていたことから容易に生産
拠点を増やせないため、供給地域が限定されていた。また、緩衝体は接着方法が複雑なも
のもあり、分別廃棄の際手間も掛かっていた。
【０００６】
　本発明の目的は、製品に対応した新規設計の必要性が無く、組み立て工数もほとんど必
要なく、保管容積も少ない簡易な包装用緩衝体を提供することにある。また、使用後容易
に分解すことができ、環境負荷を軽減するよう考慮された包装用緩衝体を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　 中央に開口部を有する略四角形の紙製シート上に、可撓性フ
ィルムを載置し、 において両者を両面粘着性テープで固着した包装用緩衝体で
あって、前記紙製シートの各辺部に平行に折り曲げ罫線が有り、前記罫線に沿って凸折り
に曲げて側壁を形成し、 各角部に３本の折り曲げ罫線が有り、外側の２本の罫線に沿
って凸折りに曲げ中心の罫線に沿って凹折りに曲げたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の包装用緩衝体により、第１の効果として、組み立ては紙製シートの一部を折り
曲げて包装箱に収めることにより形状を保持する構造のため、シート状態で保管が可能で
、組み立てが容易であり、保管スペース、及び組み立て工数を削減することができる。

【００１０】
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　第２の効果は、従来の包装用緩衝体に比べ材料の使用量が少なく、加工工程や材料も特
殊なものではなく生産拠点を容易に増やすことが可能になり、供給可能地域が大幅に広が
った。また、使用後の可撓性フィルムとの分別も容易なため、環境負荷が軽減できる。
【００１１】
　第３の効果は、包装物に対して新たに包装用緩衝体の設計を行う場合も、緩衝体形状が
単純で統一されているため、包装物の大きさ重量から容易に決めることができ、新規設計
工数の大幅削減が可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の紙製シートと可撓性フィルムから成る包装用緩衝体を示す図である。
【００１４】
　図１において、包装用緩衝体１は、折り曲げ罫線を付けた、例えば段ボール製の紙製シ
ート２と、紙製シート２上に載置された、例えばポリウレタン製の可撓性フィルム３、両
面粘着性テープ４で構成されている。紙製シート２は、略四角形であり、包装物の大きさ
に合わせ、シート材質及びシート寸法は任意とし、ａ１ ，ａ２ ，ｂ１ ，ｂ２ ，ｃ１ ，ｃ２

，ｄ１ ，ｄ２ ，ｅ１ ～ｅ４ の凸折り罫線を有し、ａ３ ，ｂ３ ，ｃ３ ，ｄ３ の凹折り罫線を
有する。
【００１５】
　凸折り罫線ｅ１ ～ｅ４ は、各辺に平行であり、凸折り罫線ａ１ ，ａ２ ，ｂ１ ，ｂ２ ，ｃ

１ ，ｃ２ ，ｄ１ ，ｄ２ は、各角部において凸折り罫線ｅ１ ～ｅ４ の交点（後述の図２の頂
部に対応）から辺に向かって一対設けられ、その中心（２等分線）に凹折り罫線ａ３ ，ｂ

３ ，ｃ３ ，ｄ３ が、角部先端に向かって一本設けられている。
【００１６】
　ここで、紙製シート２の各角部の先端は、辺の延長線より後退させている。また、凸折
り罫線ａ１ ，ａ２ ，ｂ１ ，ｂ２ ，ｃ１ ，ｃ２ ，ｄ１ ，ｄ２ は、凸折り罫線ｅ１ ～ｅ４ のほ
ぼ延長上にある。
【００１７】
　また、紙製シート２は、包装物の大きさに対応した切り抜き部分（開口部）ｆを有する
。紙製シート２の折り曲げ罫線には、必要に応じてミシン目又は半切り線加工を施してあ
る。半切り線というのは、カッタによって紙製シート２を厚さ方向の半分程度まで切り込
むことによって形成された折り線のことである。
【００１８】
　また、紙製シート２と可撓性フィルム３は、角部において３本の罫線（左上部でいえば
ａ 1，ａ 2，ａ 3）に跨るように両面粘着性テープ４で接着する。両面粘着性テープ４の

合わせ箇所は、 。可撓性フィルム３は、紙製シート２と大きさ、形状
がほぼ同等とする。
【００１９】
　図２（ａ），（ｂ）は、包装用緩衝体を折り曲げ罫線に沿って折り曲げる状態を示す、
上面図及び側面図である。なお、図２（ａ）において可撓性フィルム３と両面粘着性テー
プ４は、図示を省略している。
【００２０】
　図１においては、紙製シート２を折り曲げ罫線に沿って折り曲げる前の状態を示してお
り、可撓性フィルム３を載置し、角部において両者は両面粘着性テープ４で固着されてい
る。
【００２１】
　図１に示す状態から、図２（ａ）で示すように、凸折り罫線ｅ１ ～ｅ４ 、ａ１ ，ａ２ ，
ｂ１ ，ｂ２ ，ｃ１ ，ｃ２ ，ｄ１ ，ｄ２ に沿って外側に折り曲げ、凹折り罫線ａ３ ，ｂ３ ，
ｃ３ ，ｄ３ に沿って内側に折り込む。それにより、各辺に沿って側壁が、ａ０ ，ｂ０ ，ｃ
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０ ，ｄ０ に頂部が形成され、図２（ｂ）のように可撓性フィルム面が底面から一定の距離
を保つようになる。さらに上記凹折り罫線ａ３ ，ｂ３ ，ｃ３ ，ｄ３ を内側に折り曲げるこ
とにより、紙製シート２と可撓性フィルム３を接着している両面粘着性テープ４を挟み込
む形状となり、可撓性フィルム３の接着強度を高める役割を兼ねている。
【００２２】
　また、頂部ａ０ ，ｂ０ ，ｃ０ ，ｄ０ を支点として可撓性フィルム３が鋭角に折り返され
ることにより、衝撃が加わった際に包装物５の自重により可撓性フィルム３が撓む現象を
抑える役割を有している。
【００２３】
　図３は、包装用緩衝体を包装箱に入れて使用する場合の分解斜視図である。
【００２４】
　図４は、包装用緩衝体を使用して包装物を梱包した状態を示す断面図である。
【００２５】
　一対の包装用緩衝体１を、例えば段ボール製の包装箱６に入れ込み、可撓性フィルム３
を対向させるように配置して、両側から挟み込みように包装物５を中間で保持する。包装
物５は、紙製シート２の開口部ｆにおける可撓性フィルム３により保持される。包装用緩
衝体１は、側壁の広がりが包装箱６の内面との係合により規制され、形状が保持される。
【００２６】
　この状態で、包装物は空間３次元の全ての方向に対し、可撓性フィルム３で保護されて
いるため、衝撃を最小限に抑えることができる。
【００２７】
　このように、本発明の包装用緩衝体は、折り曲げ罫線に沿って折りぐせをつける軽作業
のみでよく、包装箱に収納することで形状を保持するため事前に緩衝体包装材を組み立て
る必要がない。
【００２８】
　［他の実施の形態］
　図５は、紙製シートの角部における他の例を示す図である。
【００２９】
　図５に示すように、紙製シート２の各角部の先端は、辺の延長線に形成し、紙製シート
２を、完全な四角形としてもよい。この場合、凸折り罫線ａ１ ，ａ２ ，ｂ１ ，ｂ２ ，ｃ１

，ｃ２ ，ｄ１ ，ｄ２ は、凸折り罫線ｅ１ ～ｅ４ の延長上からずらしている。
【００３０】
　また、図３においては、包装用緩衝体を一対用いた例を示したが、包装用緩衝体を複数
個ペアで用いることもできる。
【００３１】
　図６は、包装用緩衝体を複数個ペアで積み重ねた場合の分解斜視図である。
【００３２】
　図７は、包装用緩衝体を複数個ペアで積み重ねて包装物を梱包した状態を示す断面図で
ある。
【００３３】
　包装用緩衝体１の裏面側は、互いに平行な同一形状になっているため、支障なく積み重
ねることが可能である。
【００３４】
　従来では、それぞれに専用の包装箱を準備する必要があったが、図６の例では包装物が
同一でない場合でも、重量や大きさが許容範囲内であれば同一包装箱内に納めることが可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の紙製シートと可撓性フィルムから成る包装用緩衝体を示す図
【図２】包装用緩衝体を折り曲げ罫線に沿って折り曲げる状態を示す、上面図及び側面図
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【図３】包装用緩衝体を箱に入れて使用する場合の分解斜視図
【図４】同じく包装物を梱包した状態を示す断面図
【図５】紙製シートの角部における他の例を示す図
【図６】包装用緩衝体を複数個ペアで積み重ねた場合の分解斜視図
【図７】同じく包装物を梱包した状態を示す断面図
【符号の説明】
【００３６】
　　　　１…包装用緩衝体
　　　　２…紙製シート
　　　　３…可撓性フィルム
　　　　４…両面粘着性テープ
　　　　５…包装物
　　　　６…包装箱
　　　　ｅ１ ～ｅ４ …辺に平行な凸折り罫線
　　　　ａ１ ，ａ２ ，ｂ１ ，ｂ２ ，ｃ１ ，ｃ２ ，ｄ１ ，ｄ２ …角部における凸折り罫線
　　　　ａ３ ，ｂ３ ，ｃ３ ，ｄ３ …角部における凹折り罫線
　　　　ｆ…開口部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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